
○横浜市国民健康保険条例施行規則

昭和36年3月25日

規則第10号

注　昭和61年2月から改正経過を注記した。

横浜市国民健康保険条例施行規則をここに公布する。

横浜市国民健康保険条例施行規則

(趣旨)

第1条　横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について

必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(国民健康保険事務の委任)

第2条　次の各号に掲げる事務は、区長に委任する。

(1)　被保険者の資格の得喪並びに国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険

被保険者資格証明書、特定同一世帯所属者証明書、国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額

認定証、国民健康保険特定疾病療養受療証、国民健康保険限度額適用認定証及び国民健康保険限度額

適用・標準負担額減額認定証に関すること。

(2)　保険給付に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。

ア　診療報酬請求書、／療養費／特別療養費／支給申請書、移送費支給申請書及び障害児育児手当金

支給申請書の審査に関すること。

イ　診療報酬の支払いに関すること。

ウ　療養費の支給のうち施術費の支給に関すること。

エ　国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条から第63条までの規定による

療養の給付等の制限に関すること。

オ　法第64条第1項の規定による損害賠償請求権の取得及びその行使並びに同条第2項に係る事務に関

すること。

(3)　療養の給付の一部負担金に関すること。ただし、一部負担金の減免及び徴収猶予の基準の決定に関

することを除く。

(4)　保険料その他諸収入金(第2号エ及びオの規定に係る収入金を除く。以下同じ。)の賦課徴収及び欠

損処分に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。

ア　保険料の減額、減免及び徴収猶予の基準の決定に関すること。

イ　特別徴収義務者(法第76条の4において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護

保険法」という。)第135条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)に対する特別徴収

額等に係る通知に関すること。

ウ　特別徴収義務者への還付に関すること。

(4)の2　保険料その他諸収入金の滞納処分に関する事務を行う職員の命免に関すること。

(5)　横浜市国民健康保険徴収職員証及び国民健康保険検査証に関すること。

(6)　過料に関すること。

2　市長は、保険料その他諸収入金の滞納処分に関する事務を区長及び区長の任命する職員(以下「徴収職

員」という。)に委任する。

3　市長は、前2項の規定にかかわらず区長及び区長の任命する職員に委任した事務について必要があると

認めるときは、その取扱いについて指示し、又は自ら権限を行使することができる。

(昭62規則92・平6規則41・平6規則90・平7規則85・平7規則108・平7規則132・平8規則25・平14規

則77・平15規則108・平16規則29・平17規則112・平19規則51・平20規則48・平20規則87・平26規

則35・平27規則48・平28規則74・一部改正)

(徴収の嘱託)

第2条の2　区長は、納付義務者の住所又は財産が市外にあるときは、法第78条の規定により準用する地方

税法(昭和25年法律第226号)第20条の4の規定により、その者の住所又は財産所在地の市町村の徴収職員

に保険料その他諸収入金の徴収を嘱託しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、

この限りでない。

2　区長は、納付義務者の住所が市内の他の区にあるときは、その区の区長に保険料その他諸収入金の徴収

を嘱託しなければならない。ただし、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

(平6規則41・追加、平19規則51・一部改正)

(被保険者証及び資格証明書の更新又は検認)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html


第3条　区長は、国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)及び国民健康保険被保険者資格証

明書(以下「資格証明書」という。)を更新し、又はこれらの検認を実施しようとするときは、あらかじ

めその期日その他必要な事項を公告しなければならない。

(昭62規則92・平6規則41・平15規則89・平20規則48・一部改正)

(受療証)

第4条　区長は、被保険者が次の各号のいずれかに該当することにより、療養の給付、法第36条第2項各号

に規定する療養又は法第54条の2第1項に規定する指定訪問看護(以下「療養の給付等」という。)を受け

る際、保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)に

被保険者証を提出できないときは、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の申請に

より一定の期間を限って国民健康保険被保険者受療証を交付することができる。

(1)　被保険者証の交付を申請中で、いまだその交付を受けていないとき、又は被保険者証の再交付を申

請中で、いまだその再交付を受けていないとき。

(2)　被保険者証の記載事項訂正のため、又は被保険者証の更新若しくは検認のため被保険者証を区長に

提出中であるとき。

(3)　その他区長が特に必要と認めたとき。

2　前項の申請は、国民健康保険被保険者受療証発行申請書によるものとする。

(昭62規則8・昭62規則92・平6規則90・平15規則89・平18規則127・平20規則48・平22規則43・一

部改正)

(被保険者証及び資格証明書の無効)

第5条　被保険者証及び資格証明書は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。

(1)　被保険者が法令の規定により、その資格を喪失したとき。

(2)　被保険者証及び資格証明書が亡失したとき。

(3)　被保険者証及び資格証明書の更新または検認を受けなかったとき。

(4)　被保険者証及び資格証明書の有効期限を経過したとき。

(昭62規則92・一部改正)

(療養費の支給に係る費用の算定)

第6条　条例第6条第2項に規定する療養費の支給に係る費用の算定については、健康保険における取扱いに

準じる。

(平12規則46・追加、平18規則127・一部改正、平20規則48・旧第6条の2繰上)

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第7条　世帯主は、法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、

国民健康保険一部負担金／減免／徴収猶予／申請書に、その理由を証明する書類を添えて区長に提出し

なければならない。

2　区長は、前項の申請について承認し、又は承認しないときは、国民健康保険一部負担金／減免／徴収猶

予／　／承認／不承認／決定通知書により、その旨を世帯主に通知しなければならない。

3　区長は、前項の承認を決定したものについては、国民健康保険一部負担金／減免／徴収猶予／証明書を

世帯主に交付するものとする。

(平6規則41・平6規則90・平18規則127・一部改正)

(一部負担金の減免または徴収猶予の取消し)

第8条　区長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者があるときは、ただちに

当該一部負担金の減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に、その支払を免かれた額を一時に

徴収しなければならない。

2　区長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が、資力の回復その他事情の変化により徴収猶予が不適当で

あると認められるときは、徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消

し、これを一時に徴収しなければならない。

(平25規則47・一部改正)

(出産育児一時金)

第9条　世帯主は、条例第10条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険

出産育児一時金支給申請書を区長に提出しなければならない。

(平6規則90・一部改正)

(葬祭費)

第10条　被保険者の葬祭を行なう者は、条例第11条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、

国民健康保険葬祭費支給申請書を区長に提出しなければならない。

(障害児育児手当金の支給申請)

第10条の2　世帯主は、条例第11条の2の規定により障害児育児手当金の支給を受けようとするときは、国

民健康保険障害児育児手当金支給申請書に医師の診断書及び母子健康手帳を添えて区長に提出しなけれ

ばならない。

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html?id=j6_k2
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(平5規則130・平6規則41・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第11条　被保険者が第三者の行為により傷害を受け、または疾病にかかったときは、第三者の行為による

傷病届に、これを証明する書類を添えてすみやかに区長を経由して市長に提出しなければならない。

(納付額の端数の取扱い)

第11条の2　条例第18条第2項に規定する各納期の保険料の納付額に100円未満の端数があるときは、その端

数金額は全て最初の納期の保険料の納付額に合算する。

(平6規則41・平30規則39・一部改正)

(賦課額が変更となる場合の各納期の保険料の納付額の取扱い)

第11条の2の2　保険料の賦課額の決定後に当該賦課額が増額となる場合の各納期の保険料の納付額につい

ては、条例第18条第2項の規定にかかわらず、増額後の賦課額から既に経過した各納期の保険料の納付額

の合計額を控除して得た額を当該増額後に到来する各納期の保険料の納付額に均等に増額するものとす

る。

2　保険料の賦課額の決定後に当該賦課額が減額となる場合の各納期の保険料の納付額については、条例第

18条第2項の規定にかかわらず、減額前の賦課額から減額後の賦課額を控除して得た額を当該減額後に到

来する各納期の保険料の納付額から均等に減額するものとする。この場合において、当該控除して得た

額が当該減額後に到来する各納期の保険料の納付額の合計額を上回るときは、当該上回る額を既に経過

した各納期の保険料の納付額のうち直近の納期に係るものから順に減額するものとする。

3　前2項の規定にかかわらず、世帯主の世帯に属する全ての被保険者がその資格を喪失した日以後に保険

料の賦課額が増額又は減額となる場合であって、増額又は減額後の賦課額が既に経過した各納期の保険

料の納付額の合計額を上回るときは、当該上回る額を増額又は減額後の最初の納期の保険料の納付額と

するものとする。

4　第1項又は第2項の規定による増額又は減額後の各納期の保険料の納付額に100円未満の端数があるとき

は、その金額を当該増額又は減額後の最初の納期の保険料の納付額に合算する。

5　前各項の規定にかかわらず、区長は、これらの規定により難いと認めるときは、別に各納期の保険料の

納付額を定めることができる。

(平30規則39・追加)

(賦課額変更による納付額の変更)

第11条の3　条例第15条に規定する基礎控除後の総所得金額等、被保険者数等の異動により、既に納期の経

過した保険料の納付額が増額又は減額となる場合の取扱いについては、増額となる場合において生ずる

不足額については当該納付義務者から徴収し、減額となる場合において生ずる過納額については第17条

の規定を準用する。

(平6規則41・平30規則39・一部改正)

(特別徴収対象被保険者に係る保険料額が変更される場合の徴収方法)

第11条の4　区長は、特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険

者をいう。以下同じ。)に係る当該年度の保険料額が準用介護保険法第136条第1項の規定による特別徴収

義務者に対する通知が行われた後に増額された場合においては、増額後の保険料額から増額前の保険料

額を控除して得た額を普通徴収の方法により徴収するものとする。

2　区長は、特別徴収対象被保険者に係る当該年度の保険料額が準用介護保険法第136条第1項の規定による

特別徴収義務者に対する通知が行われた後に減額された場合においては、特別徴収の方法による徴収を

行わないものとし、減額後の保険料額から既に特別徴収の方法により徴収した保険料額を控除して得た

額を、普通徴収の方法により徴収するものとする。

(平28規則74・追加)

(8月1日から9月30日までの間に支払われる老齢等年金給付からの特別徴収額)

第11条の5　区長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の30第2項の規定に基づ

き、準用介護保険法第140条第1項に規定する被保険者である世帯主について、当該年度の初日の属する

年の8月1日から9月30日までの間において同項に規定する老齢等年金給付が支払われるときは、当該年度

の保険料額から当該年の4月1日から7月31日までの間に特別徴収の方法により徴収する保険料額の合算額

を控除して得た額を、当該年の8月1日から翌年3月31日までの間における当該老齢等年金給付の支払の回

数で除して得た額(以下「8月の徴収変更検討額」という。)を、特別徴収の方法により徴収するものとす

る。この場合において、8月の徴収変更検討額に100円未満の端数があるとき、又はその全てが100円未満

であるときは、その端数金額又はその金額に、当該年の8月1日から翌年3月31日までの間における当該老

齢等年金給付の支払の回数から1を減じた数を乗じて得た額を8月の徴収変更検討額に合算した額を特別

徴収の方法により徴収するものとする。

2　前項の規定は、8月の徴収変更検討額が、当該年の6月1日から7月31日までの間において特別徴収の方法

により徴収する保険料額よりも高い額となる場合には、適用しない。

(平28規則74・追加)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html?id=j18_k2
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html?id=j18_k2
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(特別徴収対象被保険者について仮徴収が行われていない場合の徴収方法)

第11条の6　区長は、準用介護保険法第134条第1項の規定による通知に係る特別徴収対象被保険者について

仮徴収が行われていない場合においては、当該年度の保険料額の2分の1の額を普通徴収の方法により徴

収するものとし、残額を特別徴収の方法により徴収するものとする。

2　前項に規定する場合において、当該年度の保険料額の2分の1の額に100円未満の端数があるときは、そ

の端数金額を特別徴収の方法により徴収する額に合算する。

(平28規則74・追加)

(低所得者世帯の保険料の減額)

第12条　条例第19条の2の規定に基づき、当該年度の保険料の賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合は、その発生した日)現在において、世帯主並びにその世帯主の世帯に属する被保険者及び

特定同一世帯所属者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第2

項第8号イに規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)につき算定した地方税法第314条の2第1項

に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33

条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所

得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短

期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第

35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定す

る上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係

る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国

居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条

第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の

額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例

適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和

44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用

配当等の額をいう。次項及び次条において同じ。)の合算額(以下「総所得金額等の合算額」という。)が

次に掲げる金額を超えない場合においては、当該納付義務者の当該年度分の保険料賦課額を減額する。

この場合において、減額後の保険料賦課額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1)　地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及

び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前

年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する

給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等

の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に

係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条

第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受け

た者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以

上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有す

る者を除く。)の数の合計数(以下この号から第3号までにおいて「給与所得者等の数」という。)が2以

上の場合にあっては、当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を地方税法第

314条の2第2項第1号に定める金額に加えた金額)

(2)　地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあ

っては、当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を同号に定める金額に加え

た金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に令第29条の7第5項第3

号ロに規定する金額を乗じて得た金額を加算した金額

(3)　地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあ

っては、当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を同号に定める金額に加え

た金額)に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に令第29条の7第5項第3

号ハに規定する金額を乗じて得た金額を加算した金額

2　前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所

得と区分して計算される所得の金額は、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、また、

所得税法第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとする。

3　前2項の規定に基づき減額する額は、当該世帯に属する各被保険者につき算定した当該年度分の各被保

険者均等割額に次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を

合算した額とする。

(1)　前項の規定を適用して計算した総所得金額等の合算額が第1項第1号に掲げる金額を超えない世帯　

10分の7

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html?id=j19-2


(2)　前項の規定を適用して計算した総所得金額等の合算額が第1項第2号に掲げる金額を超えない世帯

(前号に規定する世帯を除く。)　10分の5

(3)　前項の規定を適用して計算した総所得金額等の合算額が第1項第3号に掲げる金額を超えない世帯

(第1号又は前号に規定する世帯を除く。)　10分の2

4　世帯主又はその世帯主の世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が令第29条の7の2第2項に

規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合における前3項の規定の

適用については、第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者

等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所

得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。

次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」とする。

(平22規則34・全改、平22規則43・平26規則35・平29規則16・平30規則39・令3規則17・令4規則

32・一部改正)

(未就学児の保険料の減額)

第12条の2　条例第19条の2の規定に基づき、世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険

者(以下この条において「未就学児」という。)がある場合においては、当該世帯の納付義務者に対して

賦課する当該年度分の保険料賦課額を減額する。この場合において、減額後の保険料賦課額に10円未満

の端数があるときは、これを切り捨てる。

2　前項の規定に基づき減額する額は、当該世帯に属する各被保険者につき算定した当該年度分の各被保険

者均等割額(当該世帯に属する未就学児につき条例第16条及び条例第16条の6の規定に基づき算定した被

保険者均等割額に限る。)に次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じ

て得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)を合算した額とする。

(1)　前条第3項第1号に掲げる世帯　10分の1.5

(2)　前条第3項第2号に掲げる世帯　10分の2.5

(3)　前条第3項第3号に掲げる世帯　10分の4

(4)　前条第3項第1号から第3号までに掲げる世帯以外の世帯　10分の5

(令4規則32・追加)

(出産被保険者の保険料の減額)

第12条の3　条例第19条の2の規定に基づき、世帯に出産被保険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産

被保険者をいう。以下同じ。)がある場合においては、当該世帯の納付義務者に対して賦課する当該年度

分の保険料賦課額を減額する。この場合において、減額後の保険料賦課額に10円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。

2　前項の規定に基づき減額する額は、当該世帯に属する各出産被保険者につき算定した賦課期日の属する

年の前年の所得に係る条例第15条に規定する基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の所得割の保険料

率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額及び当該年度分の被保険者均等割の保険料率(第12条第3項各

号に掲げる世帯の場合にあっては、被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率にそれぞれ同項各号

に定める割合を乗じて得た額を控除して得た額)に12分の1を乗じて得た額の合算額に、当該出産被保険

者の出産予定月(令第29条の7第5項第9号に規定する出産予定月をいう。以下この項において同じ。)の前

月(多胎妊娠の場合には、3箇月前)から出産予定月の翌々月までの期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額を合算した額とする。

(令5規則87・追加)

(所得等の把握)

第12条の4　次に掲げる場合において算定の基礎となる条例第15条に規定する基礎控除後の総所得金額等そ

の他の金額は、市民税に関する電算記録及び申告書その他の書類から把握するものとする。

(1)　条例第14条、第16条の3及び第16条の8に定める額の算定

(2)　条例第19条の2の規定により行う条例第14条、第16条の3及び第16条の8に定める額の減額

(3)　法第57条の2の規定に基づく高額療養費の支給額の算定

(4)　法第57条の3の規定に基づく高額介護合算療養費の支給額の算定

(5)　法第72条の規定に基づく調整交付金の金額の算定

(6)　その他市長が必要と認める場合

(平6規則41・全改、平12規則46・平20規則48・平22規則34・平23規則68・平25規則47・一部改

正、令4規則32・旧第12条の2繰下、令5規則87・旧第12条の3繰下)

(申立書)

第12条の5　条例第19条の3の規定による申告書は、国民健康保険の収入申立書によるものとする。

(平6規則41・旧第12条の4繰上・一部改正、平14規則77・一部改正、令4規則32・旧第12条の3繰

下、令5規則87・旧第12条の4繰下)

(特例対象被保険者等に係る届出)
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第12条の6　特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出

しなければならない。

(1)　世帯主の氏名及び住所

(2)　特例対象被保険者等の氏名

(3)　離職年月日

(4)　離職理由

(5)　その他区長が必要と認める事項

2　前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)

第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資

格通知の提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。

(平22規則34・追加、令元規則8・一部改正、令4規則32・旧第12条の4繰下、令5規則67・一部改

正、令5規則87・旧第12条の5繰下)

(出産被保険者に係る届出)

第12条の7　出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届出書を区長に提出しなけ

ればならない。

(1)　世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2)　出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3)　出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。次項第1号に

おいて同じ。)

(4)　単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5)　その他区長が必要と認める事項

2　前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1)　出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2)　多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3)　出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との

身分関係を明らかにすることができる書類

3　第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6箇月前から行うことができる。

4　第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、第1項の届出書に記載すべき事項及び第2項の添付書類に

より明らかにすべき事項を他の方法によって確認することができる場合は、その提出又は添付を省略さ

せることができる。

(令5規則87・追加)

(保険料額等の通知)

第13条　条例第20条の規定による保険料の額又はその変更の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書に

よって行う。

(1)　世帯主の氏名

(2)　保険料の賦課額

(3)　各納期の納期限

(4)　その他市長が必要と認める事項

(平6規則41・平25規則47・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第14条　普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替による。ただし、区役所等において直接納付する場合

は、この限りでない。

(平27規則48・全改)

(納付の委託を行うことのできる有価証券)

第14条の2　法第79条の2及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により保険料その他

諸収入金を地方税の滞納処分の例により処分する場合において、地方税法第16条の2第1項の規定によ

り、換価の猶予に係る保険料その他諸収入金の納付を徴収職員に委託するために提供することができる

有価証券は、次に掲げる有価証券で、その券面額が納付を委託する徴収金額を超えないものとする。

(1)　地方税法第16条の2第3項の規定によりその委託を受ける有価証券を再委託することと定められた金

融機関が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託

の金融機関と交換決済をし得る金融機関を含む。以下「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、

かつ、その再委託の金融機関の名称を記載した特定線引小切手(地方自治法第231条の2第3項の規定に

より納付に使用することができる小切手を除く。)

(2)　支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形

(昭61規則121・旧第14条の3繰上、平19規則51・一部改正)

(徴収職員)
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第14条の3　徴収職員は、地方自治法第231条の3第3項の規定により準用される地方税法の規定による徴税

吏員の事務に相当する事務を行うものとする。

2　徴収職員は、その職務を行う場合においては、横浜市国民健康保険徴収職員証を携帯しなければならな

い。

(昭61規則121・旧第14条の4繰上、平元規則80・平19規則51・一部改正)

(保険料の徴収猶予又は減免)

第15条　納付義務者は、条例第21条又は第22条の規定により保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする

ときは、国民健康保険料／徴収猶予／減免／申請書に、その理由を証明する書類を添えて区長に提出し

なければならない。ただし、納付義務者が同条に定める減免の要件に該当すると認められる場合で、市

長が別に定めるときは、この限りでない。

2　区長は、前項本文の申請について承認し、又は承認しないときは、次に掲げる事項を記載した通知書に

より、その旨を納付義務者に通知しなければならない。

(1)　世帯主の氏名

(2)　承認の場合にあっては、その内容

(3)　不承認の場合にあっては、その理由

(4)　その他市長が必要と認める事項

3　区長は、第1項ただし書の規定により保険料の減免を決定する場合には、次に掲げる事項を記載した通

知書により、その旨を納付義務者に通知しなければならない。

(1)　世帯主の氏名

(2)　決定した減免額

(3)　減免後の保険料額

(4)　その他市長が必要と認める事項

4　区長は、前項の規定による保険料の減免の決定について、納付義務者から取消しの申出を受けた場合に

は、速やかに当該決定を取り消すものとする。

(平6規則41・平26規則35・一部改正)

(保険料の徴収猶予または減免の取消し)

第16条　保険料の徴収猶予または減免の取消しについては、第8条の規定を準用する。

2　前項の規定により保険料の徴収猶予又は減免を取り消す場合には、次に掲げる事項を記載した通知書に

よるものとする。

(1)　世帯主の氏名

(2)　取消しの内容

(3)　取消しの理由

(4)　その他市長が必要と認める事項

(平6規則41・平26規則35・一部改正)

(過誤納)

第17条　納付された保険料または延滞金に過納または誤納のあるときは、その過誤納額を当該納付義務者

に還付し、もしくは当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当するものとし、または当該納付義務者の

承諾を得て、その過誤納額を納期の到来していない納付額に、先に納期の到来するものから順次充てる

ことができる。

2　区長は、前項の規定により過誤納額を還付し、又は充当するときは、次に掲げる事項を記載した通知書

により、納付義務者に通知する。

(1)　世帯主の氏名

(2)　還付又は充当の別

(3)　還付又は充当する金額

(4)　その他市長が必要と認める事項

(平6規則41・平6規則90・平27規則48・一部改正)

(欠損処分の特例)

第17条の2　区長は、欠損処分をしたときは、直ちに、区会計管理者に通知しなければならない。

2　区長は、欠損処分をしたときは、その旨を保険料その他諸収入金の収納に関する電算記録に収録し、又

は国民健康保険料徴収台帳に記録し、その他の関係帳簿を欠損決定消込み印により整理しなければなら

ない。

(平29規則58・全改)

(過料)

第18条　条例第25条から第27条までに規定する過料を徴収する場合は、国民健康保険過料処分通知書によ

るものとする。

(施術療養費支出事務の特例)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html?id=j21
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html?id=j22
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html?id=j22
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html?id=j25
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00000690.html?id=j27


第18条の2　市長が別に指定する者の請求に係る施術療養費の支出命令書には、横浜市会計規則(令和6年3

月横浜市規則第26号)第40条第1項の規定にかかわらず、支出の根拠を証する施術療養費明細書の添付を

要しない。

(昭61規則121・令6規則41・一部改正)

(金銭払込日計表等の特例)

第18条の3　国民健康保険料関係税外収入金については、国民健康保険金銭払込集計表及び国民健康保険金

銭払込日計表により整理するものとする。

(昭61規則121・令6規則41・一部改正)

(必要事項の記録)

第19条　区長は、国民健康保険の事務に関して必要な事項を電算記録に収録し、又は関係書類に記録し、

その状況を明らかにしておかなければならない。

(平6規則41・全改)

(様式)

第20条　法令及びこの規則の規定による帳簿及び書類その他国民健康保険の事務に必要な帳簿及び書類の

様式は、市長が別に定めるもののほか、別表に定めるところによる。

(平6規則41・全改)

付 則　抄

(施行期日)

1　この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(行政区再編成に伴う経過措置)

3　区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域を定める条例の一部を改正する条例(平成5年12月

横浜市条例第71号)第1条の規定により消滅した区(以下「消滅区」という。)の区長に委任された国民健

康保険事務は、消滅区の区域が新たに属することとなった区(以下「承継区」という。)の区域によっ

て、その承継区の区長がそれぞれ承継する。この場合において、消滅区の区長がした国民健康保険に関

する手続その他の行為及び消滅区の区長に対してなされた申請その他の手続は、それぞれ承継区の区長

がした国民健康保険に関する手続その他の行為及び承継区の区長に対してなされた申請その他の手続と

みなす。

(昭61規則104・全改、平6規則109・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額の特例)

4　世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者であって前年中に所得税法第35条第

3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上であ

る者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第12条第1項各号列記以外の部分中「規定す

る総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所

得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額)」と、「同法附

則第33条の2第5項」とあるのは「地方税法附則第33条の2第5項」と、同項第1号中「110万円」とあるの

は「125万円」とする。

(平22規則34・全改、令3規則17・一部改正)

付 則(昭和37年3月規則第21号)

この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

(経過措置)

この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式書類について

は、なお、当分の間これを適宜修正のうえ使用できるものとする。

付 則(昭和38年3月規則第18号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の規則の規定により作成された様式書類について

は、なお、当分の間これを適宜修正のうえ使用できるものとする。

付 則(昭和38年8月規則第49号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和38年9月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の規定により作成された様式書類については、な

お当分の間これを適宜修正の上、使用できるものとする。

付 則(昭和38年12月規則第82号)

(施行期日)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00002101.html?id=j40_k1
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00002101.html?id=j40_k1
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00002101.html?id=j40_k1
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00002101.html?id=j40_k1


1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第12条の3の規定は、昭和38年4月1日から適

用する。

2　削除

付 則(昭和39年5月規則第77号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(経過措置)

2　この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式書類で現に使用するもの

については、なお当分の間これを適宜修正のうえ使用できるものとする。

付 則(昭和40年11月規則第93号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の保険料から適用する。

付 則(昭和40年12月規則第99号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中国民健康保険被保険者異動届に係る改正規定

は、昭和41年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則

による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3　この規則施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の

間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

付 則(昭和41年10月規則第70号)　抄

(施行期日)

1　この規則中区役所支所に係る改正規定は公布の日から施行し、その他に係る改正規定は公布の日から施

行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、第36号様式に係る改正規定は、昭和42年度保険料の賦課

から適用する。

(経過措置)

2　昭和40年度までに賦課し、または賦課すべきであった保険料の減額については、この規則による改正後

の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

付 則(昭和42年3月規則第20号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」とい

う。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行

規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3　この規則の施行の際、現に旧規則第18号様式、第27号様式及び第28号様式により作成されている様式書

類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

4　この規則の施行の際、新規則の規定による様式書類は、この規則の施行日前に旧規則により督促したも

のの督促手数料の処理に関して使用する場合においては、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用するこ

とができる。

付 則(昭和42年9月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。

付 則(昭和42年12月規則第91号)

(施行期日等)

1　この規則は、昭和43年1月1日から施行し、第14条に係る改正規定は、昭和43年度分保険料から適用す

る。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」とい

う。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行

規則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3　この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のう

え、使用することができる。

4　条例第7条第3項各号のいずれかに該当する被保険者が、当該各号に定める療養の給付を受けるときは、

当分の間、9割給付受給証明書(付則第1号様式。以下「証明書」という。)を旧規則第7号様式による国民

健康保険被保険者証にはりつけて、療養取扱機関または市に提出しなければならない。



5　新規則第6条の2第2項から第4項までの規定は、証明書の交付について準用する。この場合において、同

条第2項中「横浜市国民健康保険被爆者給付証明書交付申請書」とあるのは「9割給付受給証明書交付申

請書(付則第2号様式)」と読み替えるものとする。

6　この規則の施行後に条例第19条の2の規定に基づき、昭和42年度分保険料の減額をする場合は、新規則

第12条の規定にかかわらず、同条同号に定める額に、同条第1号に該当する納付義務者については440

円、同条第2号に該当する納付義務者については293円を合算した額に4分の1を乗じて得た額を横浜市国

民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和42年12月横浜市条例第49号。以下「改正条例」という。)付

則第3項に規定する額から減額する。

7　改正条例施行前から引き続き保険料を賦課している納付義務者に対する改正条例付則第3項に規定する

保険料の額の通知は、新規則第25号様式の規定にかかわらず、横浜市国民健康保険保険料額変更通知書

(付則第3号様式。以下「保険料額変更通知書」という。)により行なうものとする。ただし、改正条例施

行前に賦課された昭和43年1月分以後の保険料の額が、改正条例施行後に賦課すべき保険料の額と同額の

場合は、改正条例施行前に発行された旧規則第25号様式による横浜市国民健康保険保険料額(変更)通知

書は本項の規定により発行した保険料額変更通知書とみなし、その発行は行なわない。

8　改正条例施行後に賦課すべき昭和42年度分保険料の納期は、毎月1日から末日までとし、その納付額

は、改正条例付則第3項の規定する額の3分の1に相当する額とする。この場合において、各納期の納付額

に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

付則第1号様式

付則第2号様式

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001089.rtf
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001090.rtf


付則第3号様式

(令3規則17・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001091.rtf


付 則(昭和43年4月規則第27号)

(施行期日等)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第12条の4、第14条、第17条、第17条の4、第19

条、別表第1、第24号様式の2、第25号様式、第27号様式、第28号様式、第29号様式の2から第31号様式の

3まで、第32号様式の3及び第37号様式に係る改正規定は、昭和43年度分の保険料から適用する。

(経過措置)

2　昭和42年度までに賦課し、または賦課すべきであった保険料の減額については、この規則による改正後

の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定にかかわらず、なお従前の

例による。

3　昭和43年度第1期分の保険料に係る自主納付申出書の提出は、新規則第14条第5項の規定にかかわらず、

昭和43年4月10日まで行なうことができる。

4　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

付 則(昭和43年9月規則第77号)

(施行期日等)

1　この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度の保険料から適用する。ただし、第14条第1項及び第5項

に係る改正規定は、昭和43年度第4期分の保険料から適用する。

(経過措置)

2　昭和42年度までに賦課し、または賦課すべきであった保険料の額の減額については、この規則による改

正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

付 則(昭和44年3月規則第31号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行日の前日までに賦課すべきであった保険料の額の減額については、この規則による改正

後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

付 則(昭和44年9月規則第93号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)



2　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

付 則(昭和45年3月規則第30号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」とい

う。)の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができ

る。

3　条例第7条第3項第1号から第3号までのいずれかに該当する被保険者が、当該各号に定める療養の給付を

受けるときは、当分の間、10割給付受給証明書(付則様式)を旧規則第7号様式による国民健康保険被保険

者証にはりつけて使用することとする。

付則様式

付 則(昭和45年7月規則第92号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(長期譲渡所得等に係る保険料の減額の特例に関する規定の適用)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第5項及び第6

項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年

法律第16号)附則第15条または地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用され

る地方税法(昭和25年法律第226号)附則第34条または第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分

の保険料の減額の算定についても適用する。この場合において、新規則付則第5項中「昭和46年度」とあ

るのは「昭和45年度」とする。

付 則(昭和46年4月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

付 則(昭和46年5月規則第45号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

付 則(昭和47年3月規則第35号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作

成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001092.rtf


付 則(昭和47年7月規則第99号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

付 則(昭和47年7月規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和48年3月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和48年5月規則第89号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成

されている被保険者証は、なお当分の間、使用することができる。

付 則(昭和48年7月規則第114号)

この規則は、公布の日から施行する。

付 則(昭和48年10月規則第133号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間、これを適宜修正のうえ、使用することができるものとする。

付 則(昭和48年12月規則第157号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の次に2条を加える改正規定、別表第2中「

12 国民健康保険療養費(看護・移送)支給申請書 同上

13 国民健康保険／療養／看護・移送／・療養の給付費支給決

定通知書

　

14 国民健康保険／療養／看護・移送／費不支給決定通知書 　

」を「

12 国民健康保険療養費(看護・移送)支給申請書 同上

12の2 国民健康保険高額療養費支給申請書 第8条の3

13 国民健康保険／療養・療養の給付／高額療養／看護・移送

／費支給決定通知書

　

14 国民健康保険／療養・療養の給付／高額療養／看護・移送

／費不支給決定通知書

　

」に改める改正規定、第12号様式の次に様式を加える改正規定並びに第13号様式及び第14号様式の改正

規定は、昭和49年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

付 則(昭和49年3月規則第20号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。

付 則(昭和49年3月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日以後に受けた療養から適用する。

附 則(昭和49年5月規則第59号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間これを適宜修正のうえ、使用できるものとする。



附 則(昭和49年8月規則第93号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第7項の規定

は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19

号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には、昭和

49年度分の保険料の減額の算定についても、適用する。この場合において、新規則付則第7項中「昭和50

年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

3　新規則付則第8項の規定は、昭和49年度分の保険料の減額の算定から適用し、昭和48年度分までの保険

料の減額の算定については、なお従前の例による。

附 則(昭和49年9月規則第123号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和49年10月1日から施行する。ただし、第8条の2の改正規定は、公布の日から施行し、

昭和49年9月1日から適用する。

(経過措置)

2　昭和49年8月31日以前に行われた療養に係る高額療養費については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用できるものとする。

附 則(昭和49年10月規則第142号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年7月規則第75号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第5項及び第8項の規定は、昭和50年度分

の保険料から適用し、昭和49年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成

されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和50年12月規則第128号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2、第8条の3及び別表第2に係る改正規定は、昭

和50年10月1日から適用する。

(経過措置)

2　昭和50年9月30日以前に行われた療養に係る高額療養費に関しては、この規則による改正前の横浜市国

民健康保険条例施行規則第8条の2、第8条の3及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

3　この規則の施行の際、この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成され

ている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用できるものとする。

附 則(昭和51年2月規則第15号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成

されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和51年5月規則第63号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和51年9月7日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている国民健康保険被保険者証は、昭和51年9月30日まで使用することができる。

附 則(昭和51年10月規則第106号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行し、第16号様式及び第17号様式の改正規定は、昭和51年10月1日から適

用する。

(経過措置)

2　この規則の施行又は適用の際この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作

成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用できるものとする。



附 則(昭和52年2月規則第11号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年3月規則第19号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

附 則(昭和52年6月規則第74号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則

による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当

分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和52年7月規則第90号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和52年7月4日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際この規則による改正前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則

による改正後の規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当

分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和52年8月規則第110号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和53年3月規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年6月規則第54号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和53年9月7日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている国民健康保険被保険者証は、昭和53年9月30日まで使用することができる。

附 則(昭和53年8月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年7月規則第67号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和55年3月規則第8号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」とい

う。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行

規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3　この規則の施行の際旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使

用することができる。

附 則(昭和55年7月規則第75号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和55年7月7日から施行する。

(経過措置)



2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和56年3月規則第32号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の2の規定は、この規則の施行の日以

後に出生した被保険者に係る障害児育児手当金の支給について適用し、同日前に出生した被保険者に係

る障害児育児手当金の支給については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和56年7月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年6月規則第82号)

(施行期日)

1　この規則中付則第5項及び付則第10項の改正規定は公布の日から、第7号様式の改正規定は昭和57年9月7

日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている国民健康保険被保険者証は、昭和57年9月30日まで使用することができる。

附 則(昭和58年1月規則第7号)

(施行期日)

1　この規則中第6条の2第1項及び第2項、第6条の3、第6条の4第1項、第7号様式並びに第18号様式の2の改

正規定は昭和58年2月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和58年6月規則第56号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作

成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和58年6月規則第60号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ使用することができる。

附 則(昭和59年7月規則第81号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和59年9月7日から施行する。ただし、付則第7項の改正規定及び付則第10項の改正規定

は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」と

いう。)の規定により作成されている様式書類(国民健康保険被保険者証を除く。)は、なお当分の間、適

宜修正の上使用することができる。

3　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和59年9月

30日まで使用することができる。

附 則(昭和59年9月規則第95号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

3　横浜市国民健康保険条例(昭和35年12月横浜市条例第35号)第7条第1項第2号又は第3号に規定する被保険

者が、療養の給付又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第53条第1項に規定する療養を受けるとき



は、当分の間、国民健康保険被保険者証に国民健康保険・退職被保険者等証明書(附則第1号様式)を添え

て、療養取扱機関若しくは特定承認療養取扱機関又は本市に提出しなければならない。

4　区長は、横浜市国民健康保険条例第7条第1項第2号又は第3号に規定する被保険者が横浜市国民健康保険

条例施行規則第4条第1項各号のいずれかに該当することにより、療養の給付又は国民健康保険法第53条

第1項に規定する療養を受ける際、療養取扱機関又は特定承認療養取扱機関に国民健康保険被保険者証及

び国民健康保険・退職被保険者等証明書を提出できないときは、当分の間、世帯主の申請により一定の

期間を限って国民健康保険・退職被保険者等資格証明書(附則第2号様式)を交付することができる。

5　前項の申請は、国民健康保険・退職被保険者等資格証明書発行申請書(附則第3号様式)によるものとす

る。

附則第1号様式

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001093.rtf




附則第2号様式

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001094.rtf


附則第3号様式

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001095.rtf


附 則(昭和60年3月規則第25号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則第1条による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により

作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(昭和60年9月規則第68号)　抄



(施行期日)

1　この規則は、昭和60年9月7日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」と

いう。)規定により作成されている様式書類(国民健康保険被保険者証を除く。)は、なお当分の間、適宜

修正の上使用することができる。

3　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証は、昭和60年9月

30日まで使用することができる。

附 則(昭和61年2月規則第12号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(昭和61年3月規則第33号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(昭和61年7月規則第78号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)付則第10項の規定

は、昭和59年度分の国民健康保険料については、なおその効力を有する。

3　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている被保険者台帳は、なお当分の間、使用する

ことができる。

附 則(昭和61年10月規則第104号)

この規則は、昭和61年11月3日から施行する。

附 則(昭和61年12月規則第121号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和61年12月8日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」と

いう。)の規定により作成されている様式書類(領収書を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用す

ることができる。

3　この規則の施行の際現に旧規則第27号様式の規定により作成されている領収書は、昭和61年12月18日ま

で使用することができる。

附 則(昭和62年2月規則第8号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(昭和62年7月規則第92号)　抄

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7号様式及び第7号様式の2の改正規定は、昭和62年9月

7日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第9項の規定は、昭和62年度分の保険料

から適用し、昭和61年度までの保険料については、なお従前の例による。

3　第7号様式及び第7号様式の2の改正規定の施行の際現にこの改正規定による改正前の横浜市国民健康保

険条例施行規則の規定により作成されている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証

は、昭和62年9月30日まで使用することができる。

附 則(昭和63年3月規則第44号)

(施行期日)



1　この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第7号様式(表)及び第7号様式の2(表)の改正規定

は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第98号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第8項の規定は、昭和63年度以後の年度

分の保険料の減額について適用し、昭和62年度分までの保険料の減額については、なお従前の例によ

る。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、なお当分の間、使用することが

できる。

附 則(平成元年3月規則第28号)

(施行期日)

1　この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成元年7月規則第80号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第6項の規定は、平成元年度分の保険料

から適用し、昭和63年度までの保険料については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成2年5月規則第49号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

附 則(平成2年7月規則第76号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第10項の規定は、平成2年度分の保険料

から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成3年3月規則第19号)

(施行期日)

1　この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条の規定は、平成3年度分の保険料から

適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附 則(平成3年9月規則第74号)

(施行期日)

1　この規則は、平成3年9月12日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書

は、平成3年9月30日まで使用することができる。

附 則(平成5年3月規則第36号)

(施行期日)

1　この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成5年12月規則第130号)

(施行期日)

1　この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(経過措置)



2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成6年3月規則第41号)

(施行期日)

1　この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則第34条の規定による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成6年度分以後の

保険料について適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この

規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成6年7月規則第64号)　抄

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年8月規則第73号)

この規則は、平成6年8月20日から施行する。

附 則(平成6年9月規則第90号)

(施行期日)

1　この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の規定は、

出産の日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者

について適用し、出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付につい

ては、なお従前の例による。

3　この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)による国民健康保

険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証、国民健康保険被保険者資格証明書、国民健康保険特定疾

病療養受療証、国民健康保険特別療養証明書、国民健康保険被保険者受療証、国民健康保険退職被保険

者等受療証、国民健康保険被爆者給付証明書及び国民健康保険一部負担金／減免／徴収猶予／証明書

は、なお当分の間、新規則の様式によるものとみなす。

4　新規則の規定により作成される様式書類については、施行日以後の診療に係る申請について適用し、施

行日前の診療に係る申請については、なお従前の例による。

5　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上

使用することができる。

附 則(平成6年11月規則第109号)　抄

(施行期日)

1　この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

3　この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第3号様式から第5号様式まで、第8号様式、

第15号様式及び第25号様式、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則第2号様式並びに

横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則第2号様式は、なお当分の間、この規則による改

正後の横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則及

び横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

4　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の生活保護法施行細則、横浜市国民健康保険条例施行規

則、横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則、横浜市心身障害者の医療費の援助に関

する条例施行規則、横浜市老人及び心身障害者の看護料の援助に関する条例施行規則、横浜市老人保健

医療事務取扱規則、横浜市保健所条例施行規則及び横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に

関する規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができ

る。

附 則(平成7年6月規則第85号)　抄

(施行期日)

1　この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」と

いう。)の規定により作成されている国民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健

康保険被爆者給付証明書は、平成7年9月30日まで使用することができる。

3　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上

使用することができる。

附 則(平成7年9月規則第108号)　抄



(施行期日)

1　この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成7年12月規則第132号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

附 則(平成8年3月規則第25号)

(施行期日)

1　この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成8年6月規則第59号)

(施行期日)

1　この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の5第1号の

規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に横浜市国民健康保険条例第11条の5第2項

第1号に定める日に達する者について適用し、施行日前に同号に定める日に達した者については、なお従

前の例による。

3　新規則第10条の5第2号の規定は、施行日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日

前の医療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

4　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成8年12月規則第120号)

(施行期日)

1　この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の5第2号の規定は、この規則の施行の

日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給

については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成9年6月規則第71号)

(施行期日)

1　この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の4第1項及び第2項並びに第10条の5第

1号の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医

療に係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成9年8月規則第88号)

(施行期日)

1　この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、平成9年9月30日まで使用するこ

とができる。

附 則(平成10年3月規則第33号)

(施行期日)

1　この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則の規定は、平成10年度以後の年度分の保

険料の減額について適用し、平成9年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。



3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成10年6月規則第55号)

(施行期日)

1　この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の5第2号の規定は、この規則の施行の

日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給

については、なお従前の例による。

附 則(平成10年12月規則第95号)

(施行期日)

1　この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に

係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、な

お従前の例による。

附 則(平成11年3月規則第27号)

(施行期日)

1　この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則の規定は、平成11年度以後の年度分の保

険料の減額について適用し、平成10年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

附 則(平成11年6月規則第68号)

(施行期日)

1　この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に

係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給については、な

お従前の例による。

附 則(平成12年3月規則第46号)

(施行期日)

1　この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成12年7月規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年1月規則第1号)　抄

(施行期日)

1　この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市市税条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施

行規則、横浜市老人保健医療事務取扱規則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、横浜市廃棄物等の

減量化、資源化及び適正処理等に関する規則、浄化槽法施行細則、土地区画整理法第72条の規定による

土地立入測量調査員の身分証票等規則、横浜市都市計画法施行細則及び横浜市営住宅条例施行規則の規

定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成13年3月規則第36号)　抄

(施行期日)

1　この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月規則第75号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5第2号の改正規定は、平成13年7月1日から施行

する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の5第2号の

規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に

係る小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。



3　新規則付則第10項の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、平成13年度分ま

での保険料の減額については、なお従前の例による。

4　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成13年12月規則第114号)

(施行期日)

1　この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第10条の5の規定は、この規則の施行の日以

後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る小児医療附加金の支給につ

いては、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成14年2月規則第12号)

(施行期日)

1　この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例施行規則、横浜市国民健康保険条例施行規則、横浜市基準該当居宅サービス事業者及び基

準該当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則、母子保健法施行細則、結核予防法施行細則、横浜市

看護学生修学資金貸与条例施行規則及び横浜市消防団員等公務災害等補償条例施行規則の規定により作

成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成14年6月規則第57号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成14年9月規則第77号)

(施行期日)

1　この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の5の規定

は、この規則の施行の日以後の医療に係る小児医療附加金の支給について適用し、同日前の医療に係る

小児医療附加金の支給については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以

下「旧規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当該

被保険者証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

4　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上

使用することができる。

附 則(平成15年3月規則第25号)

(施行期日)

1　この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第39号様式及び第41号様式から第42号様式の2ま

での改正規定は、平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以

下「旧規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当該

被保険者証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

3　この規則の施行の際現に旧規則第10号様式、第11号様式、第22号様式及び第24号様式の規定により作成

されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成15年9月規則第89号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第37号様式から第39号様式までの改正規定は、平成15年

10月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以

下「旧規則」という。)の様式による国民健康保険被保険者証及び国民健康保険退職被保険者証は、当該

被保険者証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

3　第37号様式から第39号様式までの改正規定の施行の際現に旧規則第37号様式から第39号様式までの規定

により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成15年12月規則第108号)



(施行期日)

1　この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第2号

オの規定及び第10条の4から第10条の9までの規定は、この規則の施行の日前に被保険者が受けた医療に

ついては、なおその効力を有する。

3　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上

使用することができる。

附 則(平成16年3月規則第29号)

(施行期日)

1　この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第2条第1項第4号ただし書及び第12条の規定

は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従

前の例による。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成16年5月規則第64号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第3号様式、第4号様式、第8号様式、第15号様式及

び第15号様式の3の改正規定は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成17年3月規則第51号)　抄

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券

交付規則第3条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から

第4条までの規定、第5条中横浜市児童相談所長委任規則第6号の改正規定、第7条中横浜市児童相談所規

則第1条第1号の改正規定及び第8条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第1項第2号の改正規定

(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年8月規則第112号)

(施行期日)

1　この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、別表11の項及び13の項、第11号様式、第13号様

式並びに第21号様式から第24号様式までの改正規定は公布の日から、別表2の項名称の欄の改正規定、同

表の改正規定(「

4の2 国民健康保険高齢受給者証 法施行規則第7条の4第1項

」を「

4の2 国民健康保険退職被保険者証(被扶養者) 同上

4の3 国民健康保険高齢受給者証 法施行規則第7条の4第1項

」に改める部分に限る。)、第2号様式から第4号様式までの改正規定、第4号様式の2を第4号様式の3と

し、第4号様式の次に1様式を加える改正規定及び第5号様式の改正規定は平成17年9月5日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項第2号

及び第4号、第6条の3から第6条の7まで並びに第10条の3の規定は、この規則の施行の日前に被保険者が

受けた医療については、なおその効力を有する。

3　第3号様式、第4号様式及び第5号様式の改正規定の施行の際現に交付されている旧規則の様式による国

民健康保険被保険者証、国民健康保険退職被保険者証及び国民健康保険被保険者資格証明書は、当該被

保険者証及び資格証明書に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

4　この規則の施行の際現に旧規則第6号様式、第15号様式の3、第17号様式、第18号様式、第29号様式、第

35号様式の3、第37号様式、第38号様式、第43号様式、第44号様式、第48号様式から第53号様式まで、第

59号様式及び第64号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用す

ることができる。

附 則(平成17年12月規則第150号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)



2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成18年3月規則第73号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は、公布の日から施行す

る。

附 則(平成18年3月規則第84号)　抄

(施行期日)

1　この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5　この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附 則(平成18年7月規則第104号)

(施行期日)

1　この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料

の減額について適用し、平成18年度分までの保険料の減額については、なお従前に例による。

附 則(平成18年8月規則第110号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成18年9月規則第127号)

(施行期日)

1　この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成19年3月規則第51号)

(施行期日)

1　この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類(第7号様式及び第46号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することが

できる。

附 則(平成19年10月規則第100号)　抄

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例施行規則、横浜市市税条例施行規則、横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則、横浜

市国民健康保険条例施行規則、横浜市介護保険条例等施行規則、横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び

適正処理等に関する規則、横浜市営住宅条例施行規則、横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取

扱規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の

間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成20年3月規則第48号)

(施行期日)

1　この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条、第12条の2第2号及び付則(付則第15

項、付則別表及び付則第1号様式から第4号様式までを除く。)の規定は、平成20年度以後の年度分の保険

料の減額について適用し、平成19年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成20年10月規則第87号)

(施行期日)



1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42号様式の2の改正規定は、平成20年10月6日から施行

する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則付則第10項の規定は、平成20年度以後の年度

分の保険料の減額について適用し、平成19年度分までの保険料の減額については、なお従前の例によ

る。

3　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第42号様式の2の規

定により作成されている様式書類は、なお当分の間、使用することができる。

附 則(平成21年3月規則第23号)

(施行期日)

1　この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以

下「旧規則」という。)第15号様式の3及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減

額認定証は、この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第15号様式の3及び第15号様式の

4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。

3　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類(第15号様式の3及び第15号様式の

4を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成22年3月規則第34号)

(施行期日)

1　この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料

の減額について適用し、平成21年度分までの保険料の減額については、なお従前の例による。

附 則(平成22年5月規則第43号)

この規則中、第4条第1項第1号の改正規定は公布の日から、第12条第1項の改正規定は平成22年6月1日か

ら施行する。

附 則(平成22年6月規則第50号)

(施行期日)

1　この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成23年6月規則第68号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5号様式の改正規定は、平成23年9月5日から施行す

る。

(経過措置)

2　第5号様式の改正規定の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例

施行規則(以下「旧規則」という。)第5号様式による国民健康保険被保険者資格証明書は、当該資格証明

書に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができる。

3　この規則の施行の際現に交付されている旧規則第62号様式による国民健康保険検査証は、この規則によ

る改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第62号様式による国民健康保険検査証とみなす。

4　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類(第62号様式を除く。)は、なお当

分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成24年3月規則第20号)

(施行期日)

1　この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則第15

号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証、第15号様式の3及び第15号様式の4による国民健康保険

限度額適用・標準負担額減額認定証、第46号様式による横浜市国民健康保険徴収職員証並びに第62号様

式による国民健康保険検査証は、それぞれこの規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第

15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証、第15号様式の3及び第15号様式の4による国民健康保

険限度額適用・標準負担額減額認定証、第46号様式による横浜市国民健康保険徴収職員証並びに第62号

様式による国民健康保険検査証とみなす。

附 則(平成24年7月規則第68号)　抄



(施行期日)

1　この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に第6条の規定による改正前の生活保護法施行細則、第7条の規定による改正前の

横浜市国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関

する条例施行規則、第9条の規定による改正前の理容師法施行細則、第10条の規定による改正前の美容師

法施行細則及び第12条の規定による改正前の横浜市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様

式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成25年3月規則第47号)

(施行期日)

1　この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成26年3月規則第35号)

(施行期日)

1　この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第12条第1項第2号の規定は、平成26年度以後

の年度分の保険料の減額について適用し、平成25年度分までの保険料の減額については、なお従前の例

による。

附 則(平成27年3月規則第48号)

(施行期日)

1　この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以

下「旧規則」という。)第8号様式による国民健康保険標準負担額減額認定証、第15号様式の2による国民

健康保険限度額適用認定証及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

は、それぞれこの規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第8号様式による国民健康保険食

事療養(生活療養)標準負担額減額認定証、第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証及び第15

号様式の4による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。

3　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類(第8号様式、第15号様式の2及び

第15号様式の4を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成27年12月規則第98号)

(施行期日)

1　この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類(第1号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(平成28年5月規則第74号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第66号様式及び第67号様式の改正規定は、同年10

月17日から施行する。

附 則(平成29年3月規則第16号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料

の減額について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

附 則(平成29年7月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年3月規則第39号)

(施行期日)

1　この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(令和元年6月規則第8号)



(施行期日)

1　この規則は、令和元年7月1日から施行する。ただし、別表4の項及び第4号様式の改正規定は、令和元年

8月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以

下「旧規則」という。)付則第1号様式による国民健康保険退職被保険者証、付則第2号様式による国民健

康保険退職被保険者証(被扶養者)、第3号様式による国民健康保険被保険者証、第5号様式による国民健

康保険被保険者資格証明書及び第15号様式の3による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

は、当該被保険者証、資格証明書及び認定証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用すること

ができる。

3　この規則の施行の際現に交付されている旧規則第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準

負担額減額認定証及び第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証は、それぞれこの規則による

改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額

減額認定証及び第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証とみなす。

4　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類(第6号様式及び第7号様式に限

る。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(令和2年3月規則第9号)

(施行期日)

1　この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(令和2年3月規則第41号)

(施行期日)

1　この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(令和3年3月規則第17号)

(施行期日)

1　この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第4号様式、第2号様式、第6号様式、第7号様

式、第14号様式、第20号様式及び第23号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条第1項及び

付則第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、令和2年度以前の年度分の

保険料の減額については、なお従前の例による。

3　この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以

下「旧規則」という。)付則第1号様式による国民健康保険退職被保険者証、付則第2号様式による国民健

康保険退職被保険者証(被扶養者)、付則第3号様式による国民健康保険退職被保険者等受療証、第3号様

式による国民健康保険被保険者証、第3号様式の2による国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、第5号

様式による国民健康保険被保険者資格証明書、第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負

担額減額認定証、第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証、第15号様式の4による国民健康

保険限度額適用・標準負担額減額認定証及び第21号様式による国民健康保険被保険者受療証は、当該被

保険者証、受給者証、資格証明書及び認定証に記載された有効期限並びに当該受療証に記載された有効

期間を経過するまでの間、使用することができる。

4　この規則の施行の際現に交付されている旧規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証は、

新規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証とみなす。

5　附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に旧規則付則第4号様式、第2号様式、第6号様式、

第7号様式、第14号様式及び第23号様式の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修

正の上使用することができる。

附 則(令和3年6月規則第42号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以下「旧規則」と

いう。)付則第1号様式による国民健康保険退職被保険者証、付則第2号様式による国民健康保険退職被保

険者証(被扶養者)、付則第3号様式による国民健康保険退職被保険者等受療証、第3号様式による国民健



康保険被保険者証、第3号様式の2による国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証、第5号様式による国民

健康保険被保険者資格証明書、第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定

証、第15号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証、第15号様式の4による国民健康保険限度額適

用・標準負担額減額認定証及び第21号様式による国民健康保険被保険者受療証は、当該被保険者証、受

給者証、資格証明書及び認定証に記載された有効期限並びに当該受療証に記載された有効期間を経過す

るまでの間、使用することができる。

3　この規則の施行の際現に交付されている旧規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証は、

この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養

受療証とみなす。

附 則(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1　この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類

は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

附 則(令和4年3月規則第32号)

(施行期日)

1　この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料

の減額について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

附 則(令和4年6月規則第50号)

(施行期日)

1　この規則は、令和4年7月4日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則(以

下「旧規則」という。)第8号様式による国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証、第15

号様式の2による国民健康保険限度額適用認定証及び第15号様式の4による国民健康保険限度額適用・標

準負担額減額認定証は、当該認定証に記載された有効期限を経過するまでの間、使用することができ

る。

3　この規則の施行の際現に交付されている旧規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証は、

この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則第15号様式による国民健康保険特定疾病療養

受療証とみなす。

4　この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上

使用することができる。

附 則(令和5年9月規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和5年12月規則第87号)

(施行期日)

1　この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則による改正後の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6

年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料の減額について適用し、令和5年度分の

保険料のうち同月前の期間に係るもの及び令和4年度分までの保険料の減額については、なお従前の例に

よる。

附 則(令和6年3月規則第41号)

(施行期日)

1　この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2　この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市国民健康保険条例施行規則の規定により作成さ

れている様式書類(第5号様式、第20号様式及び第30号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使

用することができる。

別表

(平6規則41・全改、平6規則73・平6規則90・平7規則85・平7規則108・平7規則132・平8規則25・

平9規則71・平12規則46・平14規則77・平15規則108・平16規則29・平16規則64・平17規則112・平

17規則150・平18規則110・平18規則127・平19規則51・平20規則48・平20規則87・平21規則23・平



23規則68・平25規則47・平26規則35・平27規則48・平27規則98・平28規則74・平29規則58・令元

規則8・令2規則41・令4規則32・令5規則87・令6規則41・一部改正)

様式番号 名称 条項

1 削除 　

2 修学中被保険者／該当／非該当／届出書(国民健康保険法

第116条)

住所地特例届出書(国民健康保険法第116条の2)

介護保険第2号被保険者適用除外施設／入所／退所／届出

書(介護保険法施行法第11条)

法施行規則第5条、第5条の2、

介護保険法施行法第11条

3 国民健康保険被保険者証 法施行規則第6条

3の2 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証 同上

4 削除

5 国民健康保険被保険者資格証明書 法施行規則第6条第2項

6 国民健康保険被保険者証等各種証明書再交付申請書 法施行規則第7条第1項(第7条の

3において準用する場合を含

む。)、第7条の4第4項、第26条

の3第5項(第26条の6の4第4項、

第27条の14の2第6項、第27条の

14の4第4項及び第27条の14の5

第4項において準用する場合を

含む。)、第27条の13第8項

6の2 特定同一世帯所属者証明書 法施行規則第12条の2

7 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書 法施行規則第26条の3第1項、第

27条の14の2第1項、第27条の14

の4第1項、第27条の14の5第1項

8 国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額減額認定証 法施行規則第26条の3第2項、第

26条の6の4第2項

9 国民健康保険標準負担額(差額)支給申請書 法施行規則第26条の5第2項、第

27条の14の5第6項

10 国民健康保険／療養費／特別療養費／支給申請書 法施行規則第27条第1項、第27

条の5第1項

11 削除 　

12 国民健康保険移送費支給申請書 法施行規則第27条の11第1項

13 削除 　

14 国民健康保険特定疾病認定申請書 法施行規則第27条の13第1項

15 国民健康保険特定疾病療養受療証 法施行規則第27条の13第4項

15の2 国民健康保険限度額適用認定証 法施行規則第27条の14の2第3

項、第27条の14の4第4項

15の3 削除

15の4 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証 法施行規則第27条の14の5第2項

16 国民健康保険高額療養費支給申請書兼申立書 法施行規則第27条の16第1項

17 国民健康保険／療養費／高額療養費／特別療養費／移送費

／出産育児一時金・葬祭費／障害児育児手当金／標準負担

額(差額)／高額介護合算療養費／支給決定通知書

　

18 国民健康保険／療養費／高額療養費／特別療養費／移送費

／出産育児一時金・葬祭費／障害児育児手当金／標準負担

　



額(差額)／高額介護合算療養費／不支給決定通知書

19 国民健康保険特別療養給付申請書 法施行規則第28条第1項

20 国民健康保険特別療養証明書 法施行規則第28条第2項

21 国民健康保険被保険者受療証 第4条第1項

22 削除 　

23 国民健康保険被保険者受療証発行申請書 第4条第2項

24 削除 　

25 削除 　

26 削除 　

27 削除 　

28 国民健康保険一部負担金／減免／徴収猶予／申請書 第7条第1項

29 国民健康保険一部負担金／減免／徴収猶予／　／承認／不

承認／決定通知書

第7条第2項

30 国民健康保険一部負担金／減免／徴収猶予／証明書 第7条第3項

31 国民健康保険出産育児一時金支給申請書 第9条

32 国民健康保険葬祭費支給申請書 第10条

33 国民健康保険障害児育児手当金支給申請書 第10条の2

34 診断書 同上

35 第三者の行為による傷病届 第11条

36 国民健康保険の収入申立書 第12条の5

37 削除 　

38 削除 　

39 納付書 　

39の2 納付書 　

40 納付書 　

40の2 納付書 　

41 領収書 　

41の2 領収書 　

42 領収書 　

43 督促状 　

44 督促状付納付書 　

45 削除 　

46 横浜市国民健康保険徴収職員証 第14条の3第2項

47 国民健康保険料／徴収猶予／減免／申請書 第15条第1項

48 削除 　

49 削除 　

50 削除 　

51 削除 　

52 削除 　

53 削除 　



54 削除

55 削除

56 削除 　

57 国民健康保険料徴収台帳 第17条の2第2項

58 欠損決定消込み印 同上

59 国民健康保険過料処分通知書 第18条

60 国民健康保険金銭払込集計表 第18条の3

61 国民健康保険金銭払込日計表 同上

62 国民健康保険検査証 法施行規則第44条

63 国民健康保険料延滞金免除申請書 　

64 国民健康保険料延滞金免除／承認／不承認／決定通知書 　

65 削除 　

66 国民健康保険料納付証明願 　

67 国民健康保険料納付証明書 　

68 国民健康保険料納付額等証明書

(備考)

この表において「法施行規則」とは、国民健康保険法施行規則をいう。

第1号様式　削除

(平27規則98)

第2号様式

(平17規則112・全改、平27規則98・令3規則17・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006506.rtf


第3号様式

(平30規則39・全改、令元規則8・令3規則17・令3規則42・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006723.rtf


第3号様式の2

(令元規則8・追加、令3規則17・令3規則42・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006724.rtf


第4号様式　削除

(令元規則8)

第5号様式

(平17規則112・全改、平20規則48・平23規則68・平30規則39・令元規則8・令3規則17・令3規則

42・令6規則41・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007932.rtf


第6号様式

(平19規則51・全改、平20規則48・平24規則68・平27規則48・平27規則98・令元規則8・令3規則

17・令4規則50・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007340.rtf


第6号様式の2

(平20規則87・追加、平30規則39・令4規則50・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007341.rtf


第7号様式

(平19規則51・全改、平20規則48・平27規則48・平27規則98・令元規則8・令3規則17・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006508.rtf


第8号様式

(平6規則90・全改、平6規則109・平13規則1・平14規則77・平16規則64・平18規則127・平20規則

48・平27規則48・平30規則39・令元規則8・令3規則17・令3規則42・令4規則50・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007342.rtf




第9号様式

(令2規則41・全改、令3規則60・令6規則41・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007935.rtf


第10号様式

(平5規則36・全改、平6規則41・旧第11号様式繰上・一部改正、平6規則90・平10規則33・平15規

則25・平16規則29・平27規則48・令2規則41・令3規則60・令6規則41・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007941.rtf


第11号様式　削除

(平17規則112)

第12号様式

(平6規則90・全改、平10規則33・平27規則98・令2規則41・令3規則60・令4規則50・令6規則41・

一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007952.rtf


第13号様式　削除

(平17規則112)

第14号様式

(平6規則41・追加、平6規則90・平10規則33・平13規則75・平27規則98・令3規則17・令6規則41・

一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007956.rtf


第15号様式

(平2規則16・一部改正、平5規則36・旧第12号様式の4繰下、平5規則130・一部改正、平6規則41・

旧第12号様式の5繰下、平6規則90・平6規則109・平16規則64・平18規則127・平20規則48・平30規

則39・令元規則8・令3規則17・令3規則42・令4規則50・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007344.rtf




第15号様式の2

(平19規則51・全改、平20規則48・平24規則20・平27規則48・平30規則39・令3規則17・令3規則

42・令4規則50・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007345.rtf




第15号様式の3　削除

(令元規則8)

第15号様式の4

(平19規則51・追加、平20規則48・平21規則23・平24規則20・平27規則48・平30規則39・令元規則

8・令3規則17・令3規則42・令4規則50・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007346.rtf




第16号様式

(平27規則98・全改、令2規則41・令3規則60・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006917.rtf


第17号様式

(平6規則41・追加、平6規則90・平6規則109・平7規則85・平8規則25・平15規則108・平17規則

112・平21規則23・平23規則68・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001113.rtf


第18号様式

(平5規則130・全改、平6規則41・旧第14号様式繰下、平6規則90・平6規則109・平7規則85・平8規

則25・平15規則108・平17規則112・平18規則127・平23規則68・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001114.rtf


第19号様式

(平6規則41・追加、平6規則90・平10規則33・平27規則98・令2規則41・令3規則60・令6規則41・

一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007960.rtf


第20号様式

(平6規則41・追加、平6規則90・平30規則39・令3規則17・令3規則60・令6規則41・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007962.rtf




第21号様式

(平5規則130・全改、平6規則41・旧第17号様式繰下、平6規則90・平12規則46・平15規則89・平17

規則112・平20規則48・平30規則39・令3規則17・令3規則42・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006719.rtf


第22号様式　削除

(平20規則48)

第23号様式

(平5規則130・全改、平6規則41・旧第18号様式繰下、平10規則33・平17規則112・平20規則48・令

3規則17・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006511.rtf


第24号様式から第27号様式まで　削除

(平20規則48)

第28号様式

(平6規則41・追加、平10規則33・平16規則29・平25規則47・令6規則41・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007964.rtf


第29号様式

(平6規則41・追加、平6規則109・平17規則112・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001120.rtf


第30号様式

(平6規則41・追加、平6規則90・平9規則71・平16規則29・令6規則41・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007968.rtf


第31号様式

(平5規則36・全改、平6規則41・旧第22号様式繰下・一部改正、平6規則90・平10規則33・平14規

則12・平21規則23・令2規則41・令3規則60・令5規則67・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007655.rtf


第32号様式

(平5規則36・全改、平6規則41・旧第23号様式繰下・一部改正、平10規則33・平21規則23・令2規

則41・令3規則60・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006927.rtf


第33号様式

(平5規則36・全改、平6規則41・旧第23号様式の2繰下・一部改正、平10規則33・平16規則29・令2

規則41・令3規則60・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006944.rtf


第34号様式

(平6規則41・旧第23号様式の3繰下・一部改正、令3規則60・令4規則50・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007347.rtf


第35号様式

(平8規則120・全改、平10規則33・平27規則98・令6規則41・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00007970.rtf


第36号様式

(令2規則9・全改)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00006139.rtf


第37号様式及び第38号様式　削除

(平25規則47)

第39号様式

(平16規則64・全改、平19規則51・平19規則100・平20規則48・平30規則39・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00005538.rtf


第39号様式の2

(平17規則150・追加、平19規則51・平19規則100・平20規則48・平30規則39・一部改正)

第40号様式

(平16規則64・全改、平19規則51・平19規則100・平30規則39・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00005539.rtf
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00005540.rtf


第40号様式の2

(平16規則64・全改、平19規則51・平19規則100・平30規則39・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00005541.rtf


第41号様式

(平15規則25・全改)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001132.rtf


第41号様式の2

(平17規則150・追加)

第42号様式

(平2規則16・全改、平6規則41・旧第29号様式の4繰下・一部改正、平13規則114・平15規則25・一

部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001133.rtf
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001134.rtf


第43号様式

(平17規則150・全改)

第44号様式

(平16規則64・全改、平17規則112・平19規則51・平19規則100・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001135.rtf
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001136.rtf


第45号様式　削除

(平26規則35)

第46号様式

(平6規則41・追加、平18規則110・平19規則51・平24規則20・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001137.rtf


第47号様式

(平6規則41・追加、平10規則33・平14規則77・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001138.rtf


第48号様式から第56号様式まで　削除

(平29規則58)

第57号様式

(平6規則41・追加)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001141.rtf


第58号様式

(平6規則41・旧第31号様式の8繰下)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001142.rtf


第59号様式

(平6規則41・追加、平17規則112・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001143.rtf


第60号様式

(平6規則41・追加)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001144.rtf


第61号様式

(平6規則41・追加、平13規則114・一部改正)

第62号様式

(平6規則41・追加、平13規則75・平14規則77・平18規則110・平19規則100・平20規則48・平23規

則68・平24規則20・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001145.rtf
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001146.rtf


第63号様式

(平12規則46・全改)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001147.rtf


第64号様式

(平12規則46・全改、平13規則114・平17規則112・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00001148.rtf


第65号様式　削除

(平26規則35)

第66号様式

(平16規則64・全改、平28規則74・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00004457.rtf


第67号様式

(平16規則64・全改、平28規則74・一部改正)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00004458.rtf


第68号様式

(令元規則8・追加)

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/word/g202FG00005828.rtf


-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先：各担当局課

担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先：

総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp



迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。

メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.


